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新潟市教育委員会 

 

 





 

令和３年１２月教育委員会定例会議事日程 

 

新潟市教育委員会 

日 時 令和３年１２月２０日（月） 午後３時３０分 開会 

場 所 新潟市役所ふるまち庁舎４階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

 

第２ 付議 

議案第２４号 新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する 

条例施行規則の一部改正について･･･････････････････１ 

議案第２５号 新潟市文化財センタ－の開館時間を 

       臨時に変更することについて･･･････････････････････７ 

議案第２６号 教職員の人事措置について･･･････････････････当日配布 

議案第２７号 訴訟について･･･････････････････････････････当日配布 

 

第３ 報告 

・ヤングケアラーの現状と今後の取組について･････････････････････１ 

・教育用タブレット端末を使用したいじめ事案について･･･････････１２ 

・令和３年１２月議会の議案について･･･････････････････････････１３ 

 

第４ 次回日程 

 １月定例会 令和 ４年 １月１７日（月）午後３時３０分 

 

第５ 閉会 

 

 





 

 

 

 

 

付議事件 





議案第２４号  

   新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則の一部改正について 

 新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則の一部改正について，次のと

おりとしたいため議決を求める。  

  令和３年１２月２０日提出  

                             新潟市教育委員会  

                             教育長 井崎 規之  

 

新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則の一部改正について 

 

１ 改正理由  

  新潟市人事委員会「職員の給与等に関する報告及び勧告」（令和３年１０月）を踏ま

え，不妊治療のための休暇制度を導入するため，新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に

関する条例施行規則の一部を改正するものとする。また，これに併せ，同規則について

所要の改正を行うものとする。  

 

２ 改正内容  

 （１） 不妊治療のための休暇制度の導入  

  ア 特別休暇に，不妊治療に係る通院等のための休暇として年度当たり５日（当該通

院等が体外受精その他の教育委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっ

ては，１０日）を追加すること。  

  イ その他不妊治療のための休暇制度に関する所要の改正を行うこと。  

 （２） その他所要の改正  

 

３ 施行期日  

 令和４年１月１日。ただし，上記２（２）の改正については，公布の日  
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 新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。  

  令和３年１２月  日  

                    新潟市教育委員会  

                    教育長  

新潟市教育委員会規則第  号  

   新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

 新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則（平成２９年新潟市教育委員

会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２０条第１項第２号の次に次の１号を加える。  

 （２）の２ 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認めら

れる場合 一の年度において５日（当該通院等が体外受精その他の委員会が定める不

妊治療に係るものである場合にあっては，１０日）の範囲内の期間  

 第２０条第３項中「第１項第６号」を「第１項第２号の２，第６号」に改め，同条第５

項中「同項第６号」を「同項第２号の２，第６号」に改め，同項各号中「第１項第６号」

を「第１項第２号の２括弧書に規定する場合における特別休暇の期間及び同項第６号」に

改め，同条第６項中「第１項第６号」を「第１項第２号の２，第６号」に改める。  

 第２４条中「第１２条第１項第３号」を「第２０条第１項第３号」に改める。  

 第２５条中「教育職員勤務時間条例第９条において準用する勤務時間条例第１２条第１

項各号」を「第２０条第１項各号」に改める。 

 第２８条第２項中「の規定による届出」を「に定める場合における届出（次項の規定に

よる届出を除く。）」に改め，同条第３項中「場合」の次に「（出産した場合に限る。）」

を加える。  

   附 則  

 この規則は，令和４年１月１日から施行する。ただし，第２４条，第２５条並びに第２
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８条第２項及び第３項の改正規定は，公布の日から施行する。  
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議案第２５号  
 
   新潟市文化財センタ－の開館時間を臨時に変更することについて  
 

新潟市文化財センタ－の開館時間を臨時に変更することについて，次のとおりとしたい

ため議決を求める。  
  令和３年１２月２０日提出  
                             新潟市教育委員会  
                             教育長 井崎 規之  
 

新潟市文化財センタ－の開館時間を臨時に変更することについて 
 
１ 開館時間を臨時に変更することについて  
   新潟市文化財センタ－条例第５条において，「センターの開館時間は，午前９時か

ら午後５時までとする。」としているが，「令和４年１月から３月までの間，土曜日，

日曜日，祝日に限り，開館時間を午前１０時から午後４時」に変更するもの。  
 
２ 変更する理由  
   本市の行財政改革の取り組みにより公共施設の経営改善に向けた対応として開館時

間の短縮等の検討を行っている。  
同センターとしては，ＩＣＴの活用や教育機関の更なる利用促進などの施設の機能

強化を図るとともに，開館時間の短縮等を検討事項とした。  
開館時間の短縮等は条例改正が必要となるが，新潟市文化財センター条例第５条に

基づき開館時間を臨時に変更し，開館時間の短縮等が施設運営に与える影響を確認す

ることとしたい。また，令和４年４月以降も，本件の状況を勘案しながら必要な対応

を行いたい。  
    
３ 参考：新潟市文化財センターの来館者実績 
  （１）時期別（平成 23 年度～令和元年度の平均） 

区分  人数  比率  
4 月～12 月  9,773 人  83％  
1 月～  3 月  1,960 人  17％  

合 計  11,733 人  100％  
  （２）時間別個人（平成 31 年 3 月及び令和 2 年１月～2 月） 

区分  人数  構成比  
9:00－10:00 28 人 2.0％  

10:00－16:00 1,326 人  95.6％  
16:00－17:00 36 人 2.4％  
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（１）令和３年度新潟市一般会計補正予算（追加）について 

 

学校支援課 

１ ＧＩＧＡスクール運営支援センタ―整備事業 

(1) 事業概要 

学校への支援をワンストップで担う「ＧＩＧＡスクール運営支援センタ―」の開設準備及び

全国一斉の学校ネットワークの点検・応急対応を行い,自立してＩＣＴ活用を進めるための運

営支援体制を早急に整備します。 

 

(2) 一般会計予算補正額 

歳出の部                        ３０，０００千円 

運営支援センタ―開設準備経費（事務局設置）     ７，６００千円 

ネットワーク点検・応急対応経費            ５，０００千円 

システム構築・調査開発費等                      １１，０００千円 

その他（機材購入,一時的な作業員雇用など）       ６，４００千円 

 

歳入の部                        ３０，０００千円 

公立学校情報機器整備費補助金           １５，０００千円 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金   １５，０００千円 

 

繰越明許費設定                     ３０，０００千円 

                             

（3）スケジュール 

○R4. 1月   構想の課題状況の調査・業務設計 

  ○R4. 2月～  仕様構築・システム開発 
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施設課 

１ 学校改修事業 

(1) 事業概要 

国の令和3年度補正予算に伴い、令和4年度に予定していた大規模改造工事、エコスクール

化推進工事（トイレ改修）、及び空調設備更新工事を前倒しで実施します。 

 

＜各事業対象校＞ 

●大規模改造事業：８学校（小学校５校、中学校２校、特別支援学校１校） 

木崎小学校、新津第二小学校、結小学校、白根小学校、青山小学校、 

新津第五中学校、潟東中学校、東特別支援学校 

●エコスクール化推進事業：６学校（小学校３校、中学校３校） 

女池小学校、有明台小学校、小須戸小学校、関屋中学校、亀田西中学校、坂井輪中学校 

●空調設備更新事業：３学校（小学校１校、中学校２校） 

松浜小学校、松浜中学校、金津中学校 

 

(2) 一般会計予算補正額 

歳出の部                      ２，６４８，４００千円 

   大規模改造事業                ２，０６９，０００千円 

   エコスクール化推進事業              ２７０，４００千円 

   空調整備更新事業                 ３０９，０００千円 

 

歳入の部                      ２，６４８，４００千円 

学校施設環境改善交付                  ５９６，６００千円 

大規模改造事業債                   ２，０５１，８００千円 

 

繰越明許費設定                   ２，６４８，４００千円 
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＜事業費及び財源内訳（単位：千円）＞ 

 事業費 
財源 

国 市債 一般財源 

小学校 

大規模改造 1,221,300 309,400 911,900 ― 
エコスクール化推進 138,600 35,400 103,200 ― 
空調整備更新 180,000 22,700 157,300 ― 
小計 1,539,900 367,500 1,172,400 ― 

中学校 

大規模改造 425,800 101,900 323,900 ― 
エコスクール化推進 131,800 33,300 98,500 ― 
空調設備更新 129,000 19,700 109,300 ― 
小計 686,600 154,900 531,700 ― 

特支 
大規模改造 421,900 74,200 347,700 ― 
小計 421,900 74,200 347,700 ― 

大規模改造 計 2,069,000 485,500 1,583,500 ― 
エコスクール化推進 計 270,400 68,700 201,700 ― 

空調設備更新 計 309,000 42,400 266,600 ― 

合計 2,648,400 596,600 2,051,800 ― 
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２ 学校園老朽施設改修事業 

(1) 事業概要 

   学校園施設における老朽化が著しい箇所を改修することで、児童・生徒の安全を確保し、

教育環境の改善を図ります。 
 

 ＜修繕内容＞ 

  ●建  築 … 防火設備改修、木製柱からコンクリート柱への更新、雨漏り修繕など 
  ●電気設備 … 高圧機器改修、消防設備改修など 
  ●機械設備 … 空調機器改修、手洗い場改修、グラウンド散水設備修繕など 

 ●造  園 … 支障枝、枯木の伐採など 

 

(2) 一般会計予算補正額 

歳出の部                     ２００，０００千円 

学校園老朽施設改修事業              

 

（一般財源）                   ２００，０００千円 

 

繰越明許費設定                  ２００，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告　16



  ＜事業費内訳（単位：千円）＞ 

区分 事業費 

小学校 130,000 

中学校 58,000 

高等学校 11,000 

幼稚園 1,000 

合計 200,000 
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３ 学校園新型コロナウイルス感染症対策事業 

(1) 事業概要 

   学校園施設における新型コロナウイルス感染症対策のために、施設内トイレの手洗い場に

おける自動水洗化を進めます。また、学校施設内の Wi-Fi 機器の増設を進め、感染症対策と

学習環境の拡充を図ります。 
 

●トイレ手洗い場の自動水栓化 
   感染症対策のため、市内全校の校舎、体育館、武道場のトイレ手洗い場を各トイレ１口ず

つ自動水栓化する。 
 ●保健室への Wi-Fi 整備 
   保健室登校の児童生徒等の学習機会確保や、養護教諭がタブレットを活用した授業の準備

を行う環境整備などを進めるために、保健室に Wi-Fi 環境を整備する。 
 

(2) 一般会計予算補正額 

歳出の部                         ２９０，０００千円 

学校園新型コロナウイルス感染症対策事業          

 

歳入の部                         ２９０，０００千円 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  

 

  繰越明許費設定                      ２９０，０００千円 
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 ＜事業費内訳（単位：千円）＞ 

 トイレ手洗い場の 

自動水洗化 

保健室への 

Wi-Fi 整備 
小計 

小学校 151,740 29,000 180,740 

中学校 82,080 14,820 96,900 

高等学校 7,920 800 8,720 

幼稚園 3,240 ― 3,240 

特別支援学校 ― 400 400 

合計 244,980 45,020 290,000 
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